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蔵王山における活動報告 

 

【活動概要】 

○宮城県の仙南地域消防団員幹部研修会において、杉本委員による「噴火災害の教訓

と日頃の取組」、三浦氏による「火山災害対応について－雲仙岳、新燃岳噴火災害の

教訓－」と題した２つの講話を実施。噴火災害がどういったものか、噴火時の対応

や消防団の役割について実例をもとに紹介いただいた。今回の派遣は、初めて火山

防災エキスパートと火山災害対応経験者のペア派遣となった。（講演時間：杉本委員

50分、三浦氏 40分、計 90分間）。 

 

§1 講演概要（エキスパート・杉本委員） 

■雲仙岳と火山災害 

【雲仙岳について】 
・雲仙岳が位置している島原半島は南北に
引っ張られており、中央部には地溝帯が
存在する。 

・雲仙岳は、その地溝帯にできた火山で、
島原半島の大部分を占める。 

【有史後の雲仙の火山災害】 
・歴史に残るものでは３回の噴火がある。
1663年（寛文三年）の噴火、その 129年
後の 1792年（寛政四年）の噴火、さらに
198年後の 1990年～1995年（平成２～７
年）の噴火である。 

・次の噴火の時期は、現在の技術ではわか
らないが、噴火はいつか起こるだろう。 

【1663 年の噴火】 
・山頂近くの九十九島火口から噴火し、溶
岩流が１km程度流れ下った。その噴火自
体は人々の生活に影響を与えなかったが、
翌年に噴火口が池のようになり、噴火口
が崩れて土石流が発生し、30余名が亡く
なった。 

 

○ 活動の概要 

派遣エキスパート 
杉本 伸一（三陸ジオパーク推進協議会上席ジオパーク推進員 

（いわて復興応援隊） 

火山災害対応経験者 三浦 秀明（元宮崎県危機管理局危機管理課専門主事） 

派遣先 宮城県蔵王町 仙南地域消防団員幹部研修会 

派遣日 平成 27年３月５日（木） 場所 
蔵王町ふるさと文化会館 

（ございんホール） 
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【1792 年の噴火】 
・山頂付近の地獄跡火口から噴火し、北東
山腹から約２km程度溶岩が流れた。この
時も、噴火自体による被害はなかったが、
噴火の最終段階で、大きな地震が発生し
山体崩壊を起こした。この山体崩壊は島
原の城下町を埋め、さらにその土砂が有
明海に流れ込み、津波が発生した。 

・島原は山体崩壊で約１万人の犠牲者が出
る大変な事態になったが、対岸の肥後（熊
本県）も山体崩壊の余波で発生した津波
で約５千人の犠牲者が出ている。これに
より「島原大変肥後迷惑」という言葉が
残されている。 

 
■1990-1995年噴火の推移と対応 
【噴火開始以前】 
・1988 年 11 月、雲仙岳の西側の橘湾の地
下深部で地震が発生し始め、翌 89年７月
からは震源が山頂部に向かって移動して
きて、火山性微動が検知された。 

・気象庁も観測強化を行ったものの、噴火
するか、確実性がなく、時期の予測につ
いては確信がなかった。 

【噴火直後】 
・1990 年 11 月に地獄跡火口・九十九島火
口から噴煙が上がった。198 年ぶりの噴
火であったため、市民の中には山火事と
して通報していた者もいた。現場を確認
し、噴火と認識した後は、小浜町、長崎
県、環境庁、小浜警察署、雲仙観光協会
で普賢岳火山活動警戒連絡会議を設け、
観光地である仁田峠（観光地に登る道路）
に通じる有料道路（仁田峠循環道）の全
面通行禁止と仁田峠以上の入山の禁止を
決定した。 

・しかし翌日には、真っ青な空に麓からう
っすらと噴煙が見えるような状態になり、
中には「新しい観光名所ができた」と期
待する声もあった。実際に観光客が写真
を撮りに訪れることもあった。 

 ・翌年２月 12日に、別の火口から噴火が
始まり、火山灰を噴出した。 

【知らされなかった噴火予知】 
・長崎県島原地区幹部研修会で、噴火の可
能性を指摘されていたが、地域住民の混
乱や観光への悪影響を考慮し、外部への
漏洩無きように強く要請されていた。そ
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のため、島原市には伝えられておらず、町長は「噴火は寝耳に水だった」と発言。
幸い噴火開始は未明だったため、死傷者は出なかった。なお、小浜町役場（現雲
仙市）には内密に事前通知していたということ。 

【報道機関との信頼関係】 
・噴火の記事が熊本日日新聞で出された。
当時、太田一也九州大学島原地震火山観
測所所長が熊本日日新聞の記者に、その
記者が理系であり火山について専門的に
理解していたこと、雲仙火山の啓発特集
記事を計画するなど熱心でその取材に訪
れていたこと、取材の実績からパニック
発生の懸念がなかったことから、噴火予
知情報を提供した。 

・記者も日常的に火山専門家との間に信頼
関係を築いておくことが重要であり、こ
のことは行政機関も同じである。 

【大規模避難計画】 
・島原市では眉山の崩壊を想定した大規模
避難計画の策定に取り組んでいたが、そ
れは、人口４万５千人(当時)のうち２万
６千人の住民を対象に隣接する市町村へ
バス１千台で輸送する、もしくは海上保
安庁の巡視船を使って隣接する町に避難
させる計画であった。しかし、計画を策
定したものの、観光客が減ると市は懸念
し、市民には公表されなかった。 

・最終的には、計画をかなり縮小し、眉山
山頂から半径３km 以内に住む１万４千
人を市内の避難所に避難させる計画を立
て、３月に避難訓練を実施した。 

【土石流の対応】 
・眉山崩壊の対応の中、山腹に堆積した火
山灰によって土石流が発生した。発生翌
日の新聞には、「住民、防災体制に不安募
る」「避難勧告は警報装置作動後 42分後」
と大きく報道された。 

 ・５月 15日１時 48分にワイヤーセンサ
ーが切断され、まず無線で島原振興局総
務課当直室に連絡が入り、そこから島原
市と深江町へ電話連絡された。しかし（当
日降っていた）16.5ミリ程度の雨で土石
流が発生するとは予想せず、倒木や動物など土石流以外の要因を疑い、現場を確
認しに行った。そこで初めて土石流の発生を確認し、広報車、消防車などで避難
勧告を行ったのがワイヤーセンサー切断の 42 分後で、川の近くの住民の大半が
親戚宅や知人宅、公民館等の高台に避難した後であった。なお、このとき上流に
近い地域にのみ避難を呼びかけたが、実際は海岸近くまで土石流は及んでいた。 



- 4 - 

・以上のような経験から、上流の地域だけ
でなく、下流の地域にも避難を呼びかけ
る必要があること、ワイヤーセンサーの
切断で、土石流の発生が確認できること
が分かった。しかし、当時は防災無線が
なく、広報車か消防車で直接避難を呼び
かける体制であったため、市では避難に
時間がかかり過ぎることが問題視されて
いた。 

【1991年５月 19日の土石流対応】 
・1991 年５月 19 日、再び土石流が発生し
た。10時過ぎに雨脚が強まり、消防署員
46人、消防団員 103人、島原市職員 120
人、深江町職員 76人が出動し、住民の避
難誘導などにあたった。当日は 13 時 20
分に上大野木場地域に避難勧告を出し、
その後 13時 39分にワイヤーセンサーが
切断された。４分後の 13時 43分には水
無川流域に避難勧告が出された。 

【火砕流への対応】 
・土石流への対応に追われている間に、火
砕流の脅威が迫っていた。 

・当時、溶岩が噴水のように噴出するとの
イメージが強かった。このため溶岩ドー
ムが噴火現象だとは思えなかった。また
当時私たちは、火砕流という現象を全く
知らなかった。 

・1991 年５月 26 日、水無川上流にある砂
防ダムの工事現場で作業員２名が火砕流
に巻き込まれた。作業員のうち１名が両
腕に火傷を負ったが、「腕まくりをしてい
たために火傷をした」と報道された。つ
まり「腕まくりをしていなければ大丈夫」
と解釈され、「濡れタオルを口にあててさ
えいれば大丈夫らしい」という情報も市
民の間に広まっていった。今思えば、雲
仙岳からの最初の警告だったが、しっか
りと受け取ることが出来なかった。 

・また、この時期、火砕流の衝撃的な写真
を撮るために、多くの報道陣が、定点と
呼ばれる場所に詰め掛けていた。火砕流
による避難勧告が出されていたにも関わ
らず、市民もその中にいた。そのような
状況下で大火砕流が発生した。 

・６月３日 16時 03分に大火砕流が発生し
消防団員、警察官、タクシー運転手、報
道関係者、火山研究者、一般人の計 43
名が亡くなった。当時避難区域になって
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いた地域があったが、多くの住民が区域内に入っていた。もっと多くの犠牲が出
ていた可能性もあった。  

【警戒区域の設定】 
・長崎県知事はこれ以上被害を拡大させな
いために、法的強制力を持つ警戒区域の
設定を要請してきた。島原市は、市街地
に警戒区域を設定することは、市民の生
活や経済活動への影響が大き過ぎるとし
て難色を示していた。結局、国・県が支
援するとの約束で、警戒区域を設定して
いった。市街地に警戒区域が設定された
のは、これが最初の事例である。 

・島原市は６月７日に警戒区域を設定し、
死者が発生していない隣の深江町は１日
遅れの６月８日に警戒区域が設定され、
立入り制限を行った。実際に被害を受けた島原市とそうでない深江町で対応に温
度差がみられた。 

・６月８日の 19時 51分、６月３日を上回る規模の火砕流が発生した。火砕流に伴
う熱風の範囲が（右の）地図上に黄色く塗られたエリアであり、警戒区域が黒線
で囲まれたエリアである。数時間ずれていたら、大きな被害が発生していたとこ
ろだった。 

【当時の消防団の活動】 
・消防団が避難勧告区域内に入っていた理
由はいくつかあり、一つは島原市の避難
勧告区域からの退去の要請に消防団は応
じていたが、報道関係者は応じず、さら
に無人となった住宅で電気や電話の無断
使用があり、その警戒のため住宅を見回
っていた。二つ目は、ワイヤーセンサー
の状況など土石流の警戒・監視を行って
いたことである。 

・こうした経緯から、避難勧告区域に入っ
ていた消防団員の多くが火砕流の犠牲と
なった。 

 
■雲仙岳の教訓 
【火山の麓で暮らすには】 
・海外の研究者から「なぜこんな危険なと
ころに暮らしているのか」と言われたこ
とがある。雲仙岳は、約 200年に 1回噴
火しているが、一方、温泉など多くの恵
みをもらっている。 

・火山から恩恵を受けている以上、噴火に
対して、自分自身がどうやってわが身を
守るかを考えておく必要がある。 

【危機管理について】 
・この噴火災害では 198年前の眉山崩壊に
とらわれすぎた。火山には、噴火から直
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接発生する噴石や火山灰のほかに、火砕
流や土石流、地震など、派生するさまざ
まな現象がある。 

・また、火山によって噴火のタイプが異な
り、それに伴う災害も異なり、防災対応
も違ったものになる。 

・一つの現象だけにとらわれないで、いろ
んな現象に対応できる計画やマニュアル
を備えておくことが必要である。 

【科学者,行政,マスメディア,住民の連携】 
・避難勧告区域や警戒区域の範囲の決定な
どは、市町村長の判断になるが、こうし
た人は、けっして火山の専門家ではない。
とはいえ、火山防災に対して様々な意思
決定を求められる。 

・火山防災協議会の設置が各地で進められ
ているが、地元の行政機関をはじめ、気
象庁・地方気象台、火山専門家、砂防部
局などが一体となって日頃から火山防災
に取り組むことが重要である。つまり、
顔の見える関係を築き保つことが非常に
大切である。また、火山活動と災害に対
して科学者・行政・マスメディア・住民
が共通の認識を持つことも重要である。 

・地元の行政機関としては、火山専門家等
からの情報をいかに正しく理解できるか
も大事で、住民には、過剰反応にならないように、正しくわかりやすく伝えるこ
とが必要である。 

 
■東日本大震災の事例 
【消防団の活動と被害】 
・東日本大震災での消防団の犠牲者は、岩
手県で 119名、宮城県で 107名、福島県
で 27 名の計 253 名。伊勢湾台風では 63
名で、過去の災害と比較してもたいへん
多い。 

・沿岸の水門閉鎖中に巻き込まれた人や、
水門閉鎖後に逃げ遅れの住民がいないか
確認をしたり、住民に避難誘導や呼びか
け中に津波に巻き込まれた人も多くいる。 

・この教訓を生かして、平成 27 年 2 月 17
日に東北地方で発生した地震では、宮古
市は津波注意報発表の際、市民に避難を呼びかけていた消防団に、津波到達予想
時刻の 10 分前には、活動をやめて避難をするよう防災行政無線で呼びかけてい
た。 
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■ジオパークと防災 
【ジオパークとは】 
・GEO とは大地や地質などの意味で、その
地域の特色やそこに住む人々など、地域
の魅力を紹介して、地域の活性化を図っ
ている。 

・島原市の取組として、ジオツアーと称し
て、被災地や砂防施設などを訪れたり、
小中学校での雲仙岳の噴火災害体験の講
話などの防災教育を行っている。 

【火山防災とジオパーク】 
・「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指

針」(平成 20年３月)でも、火山との共生
（観光を活かした火山防災の普及啓発）
に触れている。ここには①観光客への普及啓発、②観光事業者の役割（避難時の
行動等を十分に理解し、万一の場合は観光客に伝えられるようにする）、③観光
ガイド等の人材の育成（火山や防災の専門家等の支援を受けて講習会等を行い、
学んだことを観光客に伝えられるようにする）とあり、火山防災は、まさにジオ
パークの理念と一致する。 

 
■消防団と地域の防災 
【消防団の活動】 
・消防団の一般的な活動は、住宅火災や山
火事の消火活動、地震の際の津波警戒、
風水害時の土のう積などがあるが、以前
は、各地域に青年団などさまざまな団体
があったが、今や地域での活動ができる
のは消防団だけになってきた。そのため、
地域の人は、過剰に消防団を頼る傾向が
ある。 

・消防団の被害をなくすためにも、地域が
積極的に避難したり、避難を手伝ったり
と災害時に協力できるように、地域ぐる
みで防災教育をすることが必要である。 

 

§2 講演概要（火山災害対応経験者・三浦氏） 

※三浦氏は、雲仙岳噴火では、陸上自衛隊官として対応された。 

■火山災害対応について（雲仙岳） 
【雲仙岳の噴火災害の概要】 
・平成２年 11月 17日に雲仙岳が噴火し、
噴火活動を開始した。平成３年６月３日
に大規模火砕流が発生し、43名の方が犠
牲となった。 

・平成７年２月に溶岩の供給が停止した。 
【自衛隊の災害対応の概要】 
・平成３年５月 15日に島原市に土石流への

対応のために自衛隊の連絡班を派遣した。 
・６月３日に長崎県からの災害派遣要請に
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より、出動し、６月４日から現地で行方不明者等の捜索・救助活動を実施し、６
月７日までに 27名の遺体を収容した。 

・そのほかの主な活動として、火山活動の監視・警戒や学術支援、各種ライフライ
ンの応急復旧、住民避難等の支援行った。 

【島原市消防団の対応】 
・５月 15日の土石流の発生から、安中地区

消防団員は、土石流の監視・警戒、住民
への避難広報・誘導を行っており、警戒
が続くなか、不眠不休の日々が続いてい
た。 

・5 月 29 日夜、島原市の退去要請により、
消防団員は監視・待機場所から一度撤退
したが、報道関係者は要請に応じなかっ
た。 

・無人となった地区で、報道関係者による
住宅の電気や電話の無断使用という不祥
事が発覚し、６月２日、地域の監視のた
め再び待機所に消防団は移動した。 

・６月３日午前には、消防団の疲労も募り、県と自衛隊は予防派遣を行うことに合
意していた。しかし、３日午後に発生した火砕流によって 12 名の消防団員が犠
牲となり、市民にとっても消防にとっても痛恨の極みであった。 

【噴火災害の教訓】 
・山の特性を知ることが重要。そのために
も、事前に火山ハザードマップで、どの
ような火山で、どこが危険なのか、どん
な災害が発生するかなどを把握し、周到
な準備をしておくことが必要である。つ
まり、想定される災害や事態に対して、
あらゆる手段や対策を講じ、危険に対応
していくことが必要である。 

・救出活動や避難誘導の実施、対応策の検
討を行う上では、行政や警察、消防、さ
らには、気象庁や研究機関、火山専門家
が緊密な連携をとっていくことが不可欠
である。 

・避難情報や火山の活動状況などの情報を広く広報するためには、マスコミなどを
活用することも必要である。 
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■火山災害対応について（新燃岳） 

※三浦氏は、新燃岳噴火では、宮崎県危機管理局危機管理課専門主事として対応され

た。 

 
【新燃岳噴火災害の概要】 
・平成 23年 1月 26日に中規模噴火があり、

噴火警戒レベル３に引き上げられた。27
日には爆発的噴火が発生し、30日に溶岩
ドームができ、31日に警戒範囲を２㎞か
ら３㎞に拡大。２月１日には、警戒範囲
を３㎞から４kmに拡大された。２月７日
に政府支援チームが来県した。 

【宮崎県の災害対応】 
・県では１月 26日に災害警戒本部を開設、
28日に県知事が現地視察を行い、現地の
状況から災害対策本部に格上げし、全庁
体制に切り替えた。 

・30 日に県から高原町・都城市に LO を派
遣し、31日に霧島山火山対策連絡会議を開催し、火山の活動状況の確認や今後の
市町との連絡体制の確認など必要な情報共有を図った。 

【高原町消防団の活動状況】 
・１月 26日の噴火直後に、団長以下 15名
が集まり、臨時の部長会を開催した。同
日に、地域の巡回と情報収集・広報活動
のために、計 75 名が緊急出動した。27
日から 30 日にかけても避難勧告の広報
などに出動した。 

・31日には、町の主産業の一つである牛の
避難搬送を行った。 

【噴火災害の教訓】 
・火山防災は多岐に及ぶ。そのため、地元
行政機関は、地方気象台や河川国道事務
所、自衛隊、火山専門家、派遣が考えら
れる政府支援チームなどと連携し対処す
ることが必要である。 

・火山活動の推移も複雑であり、自治体と
しては、火山活動の状況に応じて、どの
ような体制で臨むかは非常に難しい判断
を要する。宮崎県の地域防災計画では、
噴火警戒レベル３では、情報連絡本部体
制で、関係部署のみの対応になっていた
が、今回は住民避難も発生していたこと
からも、当初より災害警戒本部または災
害対策本部を設置し、全庁で対応できる
体制を構築しておけば良かったと考える。
あらかじめ計画に定めておくことも重要
であるが、状況に応じた臨機応変な対応
も必要である。 
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＜活動の様子＞ 

 


